
中核市移行に関する基本的な考え方 骨子① 

 中核市移行に関する基本的な考え方         
中核市への移行を目指すに当たって、目的及び効果、移行目標期日、

財政への影響、組織体制・職員の確保、今後の取組等についての基本

的な考え方をまとめたものです。 

 

 中核市とは                    

 中核市とは、地方分権を進めるための都市制度の１つです。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 住民に身近なサービスはできるだけ住民に身近な市町村が行う方が

よいとの考えのもと、一定の人口規模や行政能力があると認められる

市を「指定都市」「中核市」又は「特例市」として指定し、人口規模や

行政能力に応じた一定の権限をまとめて移譲する制度です。 

 ※特例市は、平成 27 年 3 月末で廃止 
 

 中核市制度と特例市制度の統合           
平成 26 年の地方自治法の改正 

 改正前  改正後 

中核市 人口 30 万人以上  人口 20 万人以上 

特例市 人口 20 万人以上  廃止 

 ※ 経過措置 

① 既に特例市の指定を受けている市は、人口が 20万人を下回っても、

平成 32年 3月 31日までの間は、中核市の指定を受けることができる。 

② 既に特例市の指定を受けている市は、引き続き特例市としての事務

を処理する。 

 

 （参考）松江市における人口推計 
単位：人 

平成 22 年 

(2010 年) 

平成 27 年 

(2015 年) 

平成 32 年 

(2020 年) 

平成 37 年 

(2025 年) 

平成 42 年 

(2030 年) 

平成 47 年 

(2035 年) 

平成 52 年 

(2040 年) 

208,613 204,587 199,120 192,401 184,957 176,844 168,173 

〔出典〕『日本の地域別将来推計人口（平成 25 年 3 月推計）』 

（国立社会保障・人口問題研究所ホームページ） 

※ 平成 22 年は、国勢調査の人口、平成 27 年以降は推計人口 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 中核市指定の手続                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

中核市の指定を受けるには、市議会の議決、県議会の議決、知事

の同意を経て、市が国に申出を行う必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ｑ＆Ａ よくある質問と回答            
【質問】人口が 20 万人を下回った場合はどうなりますか。 

 （回答）人口が 20 万人を下回ると、中核市の指定を受けることがで

きなくなります。ただし、平成 32 年 3 月 31日までは、経過

措置により、人口が 20 万人を下回っても中核市の指定を受け

ることができます。 

中核市の指定を受けた後は、人口が 20 万人を下回っても指

定を取り消されることはありません。 

 

【質問】税金が上がったりしませんか。 

  （回答）中核市に移行することが理由で、税金が上がることはあ

りません。 

 

 中核市の事務                                             
  

保健衛生 福祉 教育 環境 まちづくり 治安・安全防災 

道
府
県 

❏麻薬取扱者（一部）の免
許 

❏精神科病院の設置 
❏臨時の予防接種の実施 

❏保育士、介護支援専門
員の登録 

❏身体障がい者更生相談
所、知的障がい者更生相
談所の設置 

❏小中学校学級編成基
準、教職員定数の決定 

❏私立学校、市町村立高
等学校の設置認可 

❏高等学校の設置管理 

❏第 1 種フロン類回収業者
の登録 

❏公害健康被害の補償給
付 

❏都市計画区域の指定 
❏市街地再開発事業の認
定 

❏指定区域の 1 級河川、2
級河川の管理 

❏警察（犯罪捜査、運転免
許等） 

指
定
都
市 

❏精神障がい者の入院措
置 

❏動物取扱業の登録 

❏児童相談所の設置 ❏県費負担教職員の任
免、給与の決定 

❏建築物用地下水の採取
の許可 

❏区域区分に関する都市
計画決定 

❏指定区間外の国道、県
道の管理 

❏指定区間の 1 級河川(一
部)、2 級河川(一部)の管
理 

 

 

中
核
市 

❏保健所の設置 
❏飲食店営業等の許可 
❏温泉利用の許可 
❏旅館業・公衆浴場の経営
許可 

❏保育所、養護老人ホーム
の設置の認可、監督 

❏介護サービス事業者の
指定 

❏身体障がい者手帳の交
付 

❏県費負担教職員の研修 ❏一般廃棄物処理施設、
産業廃棄物処理施設の
設置の許可 

❏ばい煙発生施設の設置
の届出の受理 

❏屋外広告物の条例による
設置制限 

❏サービス付き高齢者向け
住宅事業の登録 

 

  

特
例
市 

   ❏一般粉じん発生施設の
設置の届出の受理 

❏汚水又は廃液を排出す
る特定施設の設置の届
出の受理 

 

❏市街化区域又は市街化
調整区域内の開発行為
の許可 

❏土地区画整理組合の設
立の認可 

 

   

市
町
村 

❏市町村保健センターの設
置 

❏健康増進事業の実施 
❏定期の予防接種の実施 
❏結核に係る健康診断 
❏埋葬、火葬の許可 

❏保育所の設置、運営 
❏生活保護（市及び福祉事
務所設置町村が処理） 

❏養護老人ホームの設置、
運営 

❏障がい者自立支援給付 
❏介護保険事業 
❏国民健康保険事業 

❏小中学校の設置管理 
❏幼稚園の設置、運営 
❏県費負担教職員の服務
の監督、勤務成績の評
定 

❏一般廃棄物の収集、処
理 

❏騒音、振動、悪臭を規制
する地域の指定、規制基
準の設定（市のみ） 

❏上下水道の整備、管理、
運営 

❏都市計画決定 
❏市町村道、橋りょうの建
設管理 

❏準用河川の管理 

❏消防、救急活動 
❏災害の予防、計画、防除
等 

❏戸籍、住民基本台帳 

※ 中核市の事務のうち、斜体のものは、特例により既に島根県から松江市に移譲済み。 

松江市議会 松江市長 国(総務大臣) 

島根県議会 島根県知事 中核市の指定 
（政令公布） 

①申出について議案提出 

②申出について議決 

④同意について議案提出 

⑤同意について議決 

③
同
意
申
入
れ 

⑥
同
意 

⑦指定を求める申出 

⑧
政
令
立
案 

１／２                                     平成 27 年 8 月 松江市 

※平成 27 年 4 月現在 

指定都市 20 市 

（人口 50 万人以上） 

中核市 45 市 
（人口 30 万人以上） 

↓ 
（人口 20 万人以上）H27.4～ 

 
特例市 39 市 

（人口 20 万人以上） 

→ 【廃止】H27.4～ 

一般市 686 市 

札幌市、横浜市、京都市、大阪市、 
広島市、岡山市など 

倉敷市、福山市、松山市、 
金沢市、富山市など 

鳥取市、呉市など 



中核市移行に関する基本的な考え方 骨子② 

 中核市移行により目指す松江市の姿         
中核市に移行すると現在県が担っている事務のうち約 1,600 の事務

の権限の移譲を受けます。市民に身近な行政サービスのほとんどを市

が担うことになり、地域の特性や課題に応じた柔軟で迅速な行政サー

ビスの提供をこれまで以上に進めることができるようになります。 

中核市に移行する目的を次の 3 項目の中核市移行により目指す松江

市の姿として掲げ取り組んでいきます。 
 

◎ 住みやすさ日本一のまち 

◎ 健康寿命日本一のまち 

◎ 中海・宍道湖・大山圏域の発展に貢献 

 

 移譲される事務                  
 

主な事務 移譲事務数 

福祉行政に関する事務 

・身体障がい者手帳の交付 

・障がい者支援施設等の指定・監督 

・社会福祉審議会の設置 

・母子福祉資金の貸付け など 

約340 

保健衛生行政に関する事務 

・保健所の設置 

・診療所、助産所の開設届、立入検査 

・飲食店の営業許可 

・特定給食施設の栄養管理に関する指導 など 

約810 

環境保全に関する事務 

・産業廃棄物対策 

・大気汚染防止対策          など 

約280 

文教行政に関する事務 

・県費負担教職員の研修 

・文化財の保存状況に関する報告聴取  など 

約20 

まちづくりに関する事務 

・サービス付き高齢者向け住宅事業の登録 など 
約150 

その他 

・包括外部監査制度の実施 
 

合   計 約1,600 

※ 移譲事務数は、法定移譲事務及び任意移譲事務の合計。移譲事務数は、

法令改正、県との協議結果等により変更になる可能性があります。 
 

 中核市移行の効果（メリット）           
ビジョン 1 住みやすさ日本一のまち 

(1) 市民サービスの向上 

・ 市民ニーズ、地域課題に応じた柔軟で迅速な行政サービスの提供 

(2) 行政サービスの迅速化 

・ 身体障がい者手帳の交付ま

での日数の短縮 

(3) 子育て支援の充実 

・ 特定不妊治療費助成 

・ 周産期医療体制への支援 

(4) 迅速な感染症対策 

・ 国から直接情報を入手し対策を実施 

(5) 総合的な環境行政 

・ 一般廃棄物と産業廃棄物への一元的な

対応 

(6) 特色ある教育 

・ 市独自の研修計画に基づく研修の実施 

ビジョン 2 健康寿命日本一のまち 

(1) 地域保健の充実 

・ 保健所の設置により県・市が別々に行

ってきた地域保健の各種事業・情報提

供を一元化 

(2) 健康づくり施策の充実 

・ 専門職の配置により健康に関する一般的な相談から専門的な問題

までの一貫した相談・支援・指導を身近に 

(3) 保健サービスの質の向上 

・ 専門職の知識・能力を生かしサービスの質の向上 

(4) 継続した精神保健サービスの提供 

・ 医師による相談、精神障がい者保健福祉手帳交付の申請、就労生

活の支援等 

(5) 地域包括ケアシステムのよりよい構築 

・ 保健所で培われた医療関係機関とのネットワークを継承し、より

よい構築に寄与 

ビジョン 3 中海・宍道湖・大山圏域の発展に貢献 

(1) 都市のイメージアップ 

・ 知名度のアップ、交流人口の増加、企業立地の促進 

(2) 職員の意識向上 

・ 中核市の移譲権限を生かした市民サービスの向上 
 

 中核市移行に向けての取組の基本的な考え方     

(1) 広報 

・ 市報、ホームページ等を通じて、わかりやすい広報を積極的に行

い、市民の皆様に意見を伺いながら準備を進めていきます。 

(2) 移譲事務の調整 

・ 法律上中核市の権限となる事務以外についても、市民サービスの

向上と事務の効率化を考慮し、移譲について協議していきます。 

(3) 財政への影響 

・ 中核市移行に伴う事務事業費の増加は、中核市移行に伴う歳入の

増加分で補えるよう、事務事業の調整を行います。 

・ 今後、移譲事務の調整をする中で詳細に推計していきます。 

(4) 組織・職員体制及び専門職員の確保・育成 

・ 事前に県に職員を派遣して必要な知識・技能の習得を図ります。 

・ 中核市移行後は、県から職員の派遣を受けながら円滑に事務が行

えるよう県に協力を依頼し、計画的に行っていきます。 

(5) 保健所の設置 

・ 既存の事務との調整を図り、効率的で効果的に施策を実施できる

よう、保健所の設置・運営について検討します。 

(6) 条例等の整備 

・ 必要な事項を精査し、適切に準備を進めます。 

(7) 庁内推進体制 

・ 全庁的な検討体制を継続し、中核市への移行が円滑に行えるよう

調整します。 
 

 移行目標期日                   

平成 30 年 4 月 1 日の中核市移行を目標とします。 

 

 スケジュール（今後の取組）            
 

平成 27 年度 県との移譲事務に関する・調整協議 

平成 28 年度 県への職員派遣研修を開始 

 国への説明 

 市議会へ中核市指定申出について議案提出 

平成 29 年度 知事へ中核市指定の同意申入れ 

 県議会での審議 

 知事から市への同意 

 総務大臣へ中核市指定を求める申出 

 中核市指定の閣議決定・政令公布 

 市議会に関係条例案を提出 

平成 30 年度 中核市移行・保健所設置（4 月 1 日） 
 

２／２                                     平成 27 年 8 月 松江市 

中核市 
移 行 

市民 

市 

県保健所 市 

【事例】地域保健の一元化 

市民 

保健所 

市 県 市民 
①申請 ②送付 ③審査 

認定 ④送付 ⑤交付 

市 市民 
①申請 

②審査 
認定 ③交付 

中核市移行 

【事例】身体障がい者手帳の交付事務 

中核市 
移 行 

市民・ 
事業者 

市民・ 
事業者 

市 県 県保健所 市 

【事例】不法投棄・廃棄物対策 


